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平成 27 年 1 月 28 日 

各位 

 

          会社名 岐 垣 鋼 業 株 式 会 社 

          代表者 代表取締役社長 井田宇洋 

             TEL    0 5 8 4 － 8 9 － 7 1 2 1 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成 26 年 11 月 20 日開催の臨時株主総会において、「定款の一部変更」が可決されましたので、

下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

1． 変更内容 

変更の内容は、次のとおりであります。 

旧 新 

（公告方法） 

岐阜市において発行する岐阜日日新聞に掲載

する。 

（公告方法） 

当会社の公告方法は、電子公告とする。 ただ

し、事故その他やむを得ない事由によって電子

公告による公告をすることができない場合は、

岐阜新聞に掲載して行う。 

（目的） 

各種機械部品の製造加工販売 

前号に附帯する一切の事業 

（目的） 

1. 当会社は、国内外において次の事業を営む会

社の株式または事業体の持分を取得・所有す

ることにより、当該会社・事業体の事業活動

を支配・管理することを目的とする。 

(1) 精密機械部品の開発、製造、販売、輸出

入、管理、賃貸、運送に関する事業 

(2) 自然エネルギー等による発電事業および

その管理・運営ならびに電気の供給、販

売等に関する事業 

(3) 前記各号に付帯・関連する一切の事業 

2. 当会社は、前項各号およびこれに付帯・関連

する一切の事業を営むことができる。 
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旧 新 

（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、240,000 株とす

る。 

（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、500,000 株とす

る。 

(株式の譲渡制限) 

新設 

(株式の譲渡制限) 

当会社の発行する株式の譲渡による取得につ

いては、取締役会の承認を受けなければならな

い。 

（取締役の責任免除） 

新設 

（取締役の責任免除） 

1.  当会社は、会社法の規定により、取締役（取

締役であった者を含む。） の損害賠償責任を、

法令の限度において、取締役会の決議によっ

て免除することができる。 

2.  当会社は、会社法の規定により、社外取締役

との間に、損害賠償責任を限定する契約を締

結することができる。ただし、当該契約に基

づく責任の限度額は、法令が規定する額とす

る。 

（社外取締役等の責任免除） 

新設 

（社外取締役等の責任免除） 

1.  当会社は、会社法の規定により、社外取締役

の損害賠償責任を、法令の限度において、取

締役会の決議によって免除することができ

る。 

2.  当会社は、会社法の規定により、社外取締役

との間に、損害賠償責任を限定する契約を締

結することができる。ただし、当該契約に基

づく責任の限度額は、法令が規定する額とす

る。 

 

2． 日程 

定款変更の効力発生日 平成 27 年 1 月 19 日 

 

以上 

 


